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象
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は
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遊
戯
で
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人
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他
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が
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「
一
切
善
い
を
立
て
て
は
な
ら
な
い
。
」
マ
タ
イ
・
五
・
三
四
。
 

（
聖
書
新
共
同
課
、
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八
 

セ
年
 ）
 



い し 反 況 例 か 行 身 
に 抽 づ れ 体 

うて対で " 相給の 商業 と 家 て れ 強 
古 手 付 竹 と I っ 債 の て 制 
仕 方 の 為 は て 務 法 い は     

は 商 か は 
に で " 始 い 月 Ⅱ 事 ら 一 

の 監 す 八 

六七 研究 @6" 獄の れば 

に こ 、 年   ゆ と 一 に 
あ こ 至 沈 体 だ る 見 廃 
6 で れ 黙 の ね 意 尊 上 

。 登 は 文 体 る 識 ら さ 

さ 場 、 換 部 と し 技 れ 
ら す そ と に し て 術 る 
に る こ 呼 い て い 酌 ま 
こ の に ば る 

の が は れ 異 本か " な 観で 念 " 
稿 っ 的 ド   で た な ィ 

時 と ツ手 @ 議論とはま、 の接 い 」は 共 責任 「信用 履行 宇 恵 に 形 
同 を 」 型 触 形 ゎ 終 条 
体 負 が の か に れ 始 例 
の う 存 取 ら よ な す の 

る い る 適   
に と て 態 し 

身 の か 用 
体 で に さ 

さ 引 い で た 強 あ 見 れ 
え 換 る あ ・ 活 
浸 に こ る 動 
送 信 と が で 

制るえる 制 。 る地 

す 用 に 、 あ 
度 
の 

抽 域 

6 を な 肖 っ 
家 で 

小史 

。 供 る 事 てヱ 
債 務 ら " 

何 号 。 者   を 論 一 
え し し の 相 を 八 
ば て か 交 互   語 六 

ラ つ / Ⅰ 

  て 年   スを まで いる @5@ 
37 巻 2 号 

-
4
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（
 q
p
 ぎ
寂
弓
 P
 （
 c
o
 も
 の
）
」
の
伴
う
「
人
質
手
形
」
を
 
認
 め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
野
蛮
時
代
の
 一
 遺
物
」
と
 称
 さ
れ
た
手
形
拘
束
Ⅱ
 
(201 

が
 、
一
九
世
紀
ま
で
の
手
形
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
 る
 。
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
代
に
は
、
多
く
の
手
形
法
が
 
、
「
身
体
強
制
（
 n
o
 
コ
 ・
 
主
 

 
 

ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
る
か
の
限
界
を
画
す
る
と
い
う
、
 近
 代
 私
法
学
の
重
要
な
前
提
の
一
 つ
 に
関
す
る
議
論
で
あ
 6
0
 歴
史
の
な
か
で
、
）
 

説
 

0
 

@
q
 

と
）
 

抽
象
債
務
、
と
り
わ
け
手
形
は
、
弱
者
虐
待
の
具
と
し
 て
 非
難
さ
れ
た
。
現
代
に
お
い
て
も
、
手
形
債
務
の
実
体
 

・
（
 

法
的
抽
象
（
抗
弁
 制
は
 

論
限
 ）、
手
形
訴
訟
制
度
、
手
形
交
換
所
加
盟
銀
行
 
に
よ
る
取
引
停
止
処
分
、
い
ず
れ
も
が
債
務
者
に
と
っ
て
 は
 重
 い
 負
担
を
意
味
す
る
）
 

 
 



身体強制とフランス 手形法 

式
を
要
求
す
る
儀
式
的
な
法
律
行
為
で
あ
っ
た
。
 

他
方
で
、
取
引
の
発
達
は
方
式
を
嫌
う
よ
 う
 に
な
り
、
 一
 
二
世
紀
ま
で
に
は
実
際
に
は
問
答
を
し
な
い
で
証
書
だ
け
 を
 作
成
す
る
書
面
 

問
答
契
約
が
発
達
す
る
な
ど
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
 本
 物
 の
問
答
契
約
と
同
じ
効
力
を
持
っ
て
お
り
、
原
因
が
記
 載
 さ
れ
な
い
 
場
 ム
ロ
に
 

は
 、
過
剰
執
行
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
弊
害
に
鑑
み
、
 ヵ
 ラ
カ
ラ
帝
の
時
代
に
は
金
銭
不
受
領
の
抗
弁
が
認
め
 ら
れ
る
よ
 う
 に
な
り
 

（
三
一
五
年
）
 、
 ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
に
至
っ
て
原
因
 不
記
載
証
書
（
 n
u
 ま
 。
 ぎ
臼
お
 q
e
 
守
 ）
の
使
用
禁
止
が
命
 じ
ら
れ
た
。
執
行
の
 

面
 で
も
債
務
者
の
身
体
を
没
収
す
る
権
利
が
廃
止
さ
れ
 た
 
（
三
一
五
年
）
。
 

-
 
は
 -
 

近
世
・
近
代
に
至
り
、
契
約
の
拘
束
力
の
基
礎
は
意
思
 と
な
っ
た
。
し
か
も
そ
の
意
思
と
は
、
ム
ロ
 
理
 的
な
目
的
に
 従
属
し
た
意
思
な
 

@
 
ぬ
 @
 

の
で
あ
っ
て
 、
 決
し
て
蒸
煮
に
導
か
れ
た
も
の
な
ど
で
 は
な
い
。
し
か
し
、
諸
成
主
義
の
導
入
と
同
時
に
厳
正
な
 債
務
が
廃
止
さ
れ
た
 

と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
 0
 儀
式
抜
き
の
ム
ロ
意
に
よ
っ
 
て
 発
生
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
債
務
を
、
中
世
に
復
 
括
 し
た
身
体
強
制
を
 

法
 に
登
場
す
る
「
 皇
捕
 式
法
律
訴
訟
手
続
（
 ロ
 
の
の
が
 

a
c
 

（
～
 

0
 
 
ち
の
 
Ⅰ
 日
 ㏄
 コ
拐
ヨ
 @
0
%
 

訃
ざ
お
日
 
）
」
に
よ
 み
 
れ
い
は
 

な
い
場
合
に
は
、
債
務
者
を
債
権
者
の
手
に
よ
っ
て
 奴
 隷
 と
し
て
売
り
払
い
あ
る
い
は
殺
害
し
 ろ
る
 も
 

烈
 な
強
制
執
行
は
、
し
ば
し
ば
、
判
決
債
務
の
不
履
行
 が
 法
へ
の
侮
辱
に
あ
た
る
と
い
う
観
念
に
よ
っ
 

れ
が
債
務
者
の
誠
実
不
誠
実
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
 る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
法
へ
の
侮
辱
と
い
 

は
限
界
 力
 
あ
ろ
う
。
Ⅰ
 

@
g
@
 

。
ま
た
、
裁
判
に
よ
る
身
体
強
制
だ
 
け
で
な
く
、
合
意
に
よ
る
身
体
強
制
が
認
め
ら
 

@
 
叩
 @
 

う
 な
法
は
、
身
体
を
融
通
 物
 と
看
 倣
す
 思
想
を
前
提
に
 し
て
い
た
と
も
解
さ
れ
る
。
法
律
行
為
に
よ
る
 

う
 に
厳
正
で
あ
る
た
め
、
そ
の
要
件
で
あ
る
法
律
行
為
 の
方
式
も
厳
格
に
し
て
一
種
の
「
儀
式
」
が
 伴
 

ぱ
 、
拘
束
行
為
（
（
）
の
）
（
（
）
㍉
（
）
）
 

@
.
,
@
1
 
 

が
こ
れ
で
あ
り
、
ま
た
、
 拘
束
行
為
の
厳
格
さ
か
ら
比
べ
れ
ば
、
強
制
 

手
続
を
要
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
る
か
に
厳
格
 で
な
い
問
答
契
約
（
 降
ぢ
三
 P
 ま
 o
 ）
も
ま
た
、
   

、
判
決
債
務
を
任
意
に
履
行
し
 

@
 
。
 
0
-
 

の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
苛
 

て
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
 

う
罪
の
償
い
と
捉
え
る
こ
と
に
 

れ
る
立
法
例
も
あ
り
、
こ
の
よ
 

債
務
負
担
の
効
果
が
、
こ
の
よ
 

わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
 

例
え
 

執
行
に
至
る
ま
で
は
な
お
判
決
 

効
力
要
件
と
し
て
は
厳
重
な
方
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一
五
六
三
年
一
一
月
の
勅
令
第
一
二
条
 

  

年 

C 商事裁 Ⅱ 目 つ め 

口 宕 判官 サ 
の は 設 ヴ 

  
強制 （ゅ口～ 

し の 

  
憶定 

  

  
@ 

つべ 存 Ⅰい その 

佳 i 

C ま 認め Ⅰ 
ら め 

研究 れた， @8 ） l 
り で 
し は 
い - 

。 五   
/ "- Ⅹ   

論 説 

使
っ
て
命
が
け
で
遵
守
さ
せ
る
制
度
と
し
て
現
わ
れ
る
 と
き
に
、
抽
象
債
務
は
そ
の
異
様
な
峻
厳
さ
が
際
立
っ
の
 で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
 

 
 

そ
 近
世
法
は
抽
象
債
務
の
法
認
を
蹄
 堵
し
返
巡
 し
た
。
 

 
 

  

（
 
ま
 二
の
（
 
コ
 o
 コ
 c
a
 

口
の
か
）
一
般
の
弊
害
を
指
摘
し
、
判
決
 

文
 自
体
に
墓
 き
 全
パ
リ
市
の
辻
に
掲
示
さ
れ
た
。
こ
の
 判
決
は
、
当
該
事
犯
）
 

 
 

の
 処
罰
と
い
う
よ
り
も
、
原
因
不
記
載
証
書
禁
止
令
 と
 し
て
の
目
的
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
と
て
身
体
 %
 制
の
可
能
性
と
併
 
宙
 

0
 
o
 

2
(
 

せ
て
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

ま
た
、
第
一
一
三
二
条
で
原
因
不
記
載
証
書
を
承
認
し
 た
一
八
 0
 四
年
民
法
典
以
降
も
、
こ
の
種
の
証
書
の
使
用
 が
も
た
ら
す
危
険
 
汚
 

性
に
 鑑
み
、
ユ
ダ
ヤ
人
（
古
市
）
が
非
商
人
を
債
務
者
 と
し
て
行
っ
た
貸
付
に
基
づ
い
て
原
因
不
記
載
証
書
を
作
 成
し
て
も
所
持
大
に
 
暉
 

原
因
の
証
明
責
任
を
免
除
す
る
便
宜
を
与
え
な
い
例
外
 が
 存
在
し
て
い
た
。
一
八
 0
 八
年
三
月
一
七
日
の
 デ
ク
レ
 第
四
条
は
「
非
商
人
 

で
あ
る
臣
民
の
 

一
 が
署
名
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
受
取
人
と
 し
た
る
、
す
べ
て
の
為
替
手
形
、
約
束
手
形
、
債
務
託
生
 目
 
ま
た
は
支
払
約
束
も
 、
 

所
持
 人
 が
対
価
全
額
が
、
か
つ
、
詐
欺
な
く
し
て
授
受
 さ
れ
し
こ
と
を
証
明
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
 る
 請
求
を
な
し
得
な
 

-
M
@
 

@
 
妬
 @
 

い
 。
」
と
定
め
た
。
 



へ
 
る
身
体
強
制
の
可
能
性
を
確
認
し
た
。
 

 
 

 
 

と
 

一
六
七
三
年
商
 
田
 オ
ル
ド
ナ
ン
ス
 

劃
第
セ
車
づ
ヲ
茸
耳
可
 Ⅱ
 目
 身
体
強
制
に
つ
い
て
け
 
e
s
c
0
 

コ
 Ⅰ
 
ヰ
舶
屈
コ
ず
 

0
 
の
 せ
甘
 
Ⅰ
 0
 
目
Ⅱ
 

づ
印
 

払
 

「
為
替
手
形
ま
た
は
為
替
 

状
 に
署
名
し
た
る
者
に
対
し
 
て
 身
体
強
制
を
行
 
う
 こ
と
が
で
き
る
。
為
替
手
形
ま
た
は
為
替
 

状
 に
手
形
保
証
を
な
し
た
る
 

者
の
す
べ
て
、
隔
地
間
で
の
、
為
替
手
形
ま
た
は
為
替
 

状
 の
 交
 付
を
約
束
し
た
者
、
自
ら
に
提
供
さ
れ
る
為
替
手
形
と
引
換
に
 

約
束
を
与
え
る
者
、
 
ま
 
(123)  37 巻 2 号 

傑
 
三
月
の
商
事
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
手
形
に
よ
る
身
体
 

強
制
を
復
活
さ
せ
る
。
 
同
 オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
七
章
の
規
定
 
は
 、
手
形
債
務
者
に
対
す
 

手
 

(2003.   

た管 欺 し 第 な   
Ⅰル イ 」 よ 

り 

五 
O 
O 
  
  
  
ル 
  
@ 
  
プ 
ル 

特 よ 
を超 

定 う 
え 

の と 
ざ 

事 企 
  

項 て 
に た 

金銭 

を 
つ   支 

も Ⅰ '  一 払 

    
べ 

体 紀 
@ 

強 に 
ら 貝 

判 人 
と 
さ   

し 
れ   

正 一 た者 

イネ @@ ハ @ 

六六 するも セ 仮 
0 年 

  

で 四 
ま 

あ 月 
た   つ め は決 

定 
そ   ナオル 」。 @ 的     る 託に - し ド 

で、 行堂 す 
為 寄る 

の ナ に身 

  
事 ン 体 

  項 ス 
強 

/ 玉 の 第 一 
制   の 

セ一       対 

一年 

巻貝 諦   象 
と 

1) 



@
 
わ
 @
 

か
 、
為
替
 状
宇
 日文
仁
の
 
c
 す
ゆ
 
口
内
の
）
な
の
か
に
よ
っ
 

て
解
決
を
異
に
す
る
と
し
 

的
で
あ
る
。
こ
れ
が
為
替
手
形
自
体
と
同
程
度
に
古
く
 か
ら
の
判
例
で
あ
る
こ
と
 

-
 
㏄
 "
 

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
必
要
説
を
以
っ
て
 是
 と
し
て
い
る
 
Ⅰ
付
せ
べ
・
 
巾
由
 C
 宙
 Ⅰ
も
 、
 

@
 
が
 @
 

裁
判
官
の
裁
量
を
認
め
な
い
と
考
え
て
い
た
と
す
る
。
 

為
替
手
形
が
 、
 真
の
為
替
契
約
で
は
な
く
、
為
替
手
形
 に
 擬
装
さ
れ
た
単
な
る
 

な
く
、
支
払
人
と
振
出
人
が
資
格
を
兼
併
し
て
い
る
よ
・
 
っ
な
場
 ム
ロ
が
考
え
ら
れ
る
 

七
三
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
は
、
隔
地
要
件
は
、
手
形
の
 必
要
的
記
載
事
項
で
は
な
 

@
 
印
仏
）
 

し
ば
そ
の
認
定
に
困
難
を
生
じ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
手
形
の
原
因
関
係
が
い
か
な
 る
も
の
で
あ
る
か
に
よ
 

後
世
に
お
い
て
は
、
一
八
三
二
年
法
に
よ
っ
て
、
原
因
 関
係
の
商
事
性
の
有
無
を
 、

為
替
手
形
の
場
ム
ロ
に
は
、
身
体
強
制
宣
告
は
必
要
 

、
ま
た
、
手
形
の
厳
格
な
支
払
は
商
業
に
不
可
欠
で
 

商
法
解
釈
者
の
多
数
が
、
為
替
状
の
場
合
に
し
か
 

消
費
貸
借
な
ど
の
契
約
で
あ
る
と
き
（
地
の
柏
 違
が
 

）
に
は
、
本
条
の
適
用
は
な
い
と
解
さ
れ
た
。
一
六
 

く
 、
実
質
に
し
た
が
っ
て
判
断
さ
れ
た
た
め
、
し
ば
 

っ
て
扱
い
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
 

根
拠
に
身
体
強
制
の
可
不
可
を
決
す
る
主
義
が
採
用
 

持
っ
の
か
に
つ
い
て
は
学
説
が
分
か
れ
た
。
㏄
申
せ
 下
カ
 せ
は
本
条
の
文
言
に
 弓
 。
二
ロ
。
 
丑
渓
 Ⅱ
の
の
表
現
が
用
い
 
，
 

  

@
 
れ
 "
 

え
 、
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
自
体
の
趣
旨
は
、
裁
判
官
の
裁
量
 権
を
認
め
る
見
解
に
立
っ
た
も
の
と
解
説
し
つ
つ
も
、
 そ
 れ
が
為
替
手
形
な
の
 

所
持
人
は
身
体
強
制
を
権
利
と
し
て
申
立
て
う
る
の
か
 、
そ
れ
と
も
所
持
人
の
意
思
と
無
関
係
に
、
裁
判
官
が
 却
下
す
る
裁
量
権
を
 

2 号 

論 。 ， 

行 る 

う 2 6 
    の 

と が 同で 様あ 
で 0 6 
き 身か 

  
制 （ 

  
傭と 
拍す 

おる よ マ 
び 
危 
険 
を 

対価 

と 

す 

る、 

海事 

契 
約、 

冒 
険 
貸 
借、 

傭 
船 
契 
約、 

船 
体 
の 

売買 

の 
履 
， - 行 
  
付 
い 
て 
も 

これ 

を 

(2003.@ 1)@ ( 

説 

た
は
そ
の
義
務
を
負
う
者
（
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
 U
 。
 受
 領
済
 め
、
現
金
に
よ
る
、
ま
た
は
、
商
品
に
よ
る
対
価
の
記
載
 
を
な
し
て
証
券
上
に
署
 

 
 

名
 し
た
す
べ
て
の
商
人
の
間
に
お
い
て
は
、
証
券
が
そ
こ
に
 指
 名
 さ
れ
た
特
定
人
ま
た
は
そ
の
者
が
指
図
す
る
者
ま
た
は
所
持
 人
 に
対
し
て
支
払
わ
れ
 
1
 
舛
 



身
体
 商

法
典
（
一
八
 

0
 七
年
）
第
六
二
五
条
 

強
 
艇
を
加
え
る
規
定
を
持
た
な
い
で
成
立
す
る
の
で
あ
 

っ
た
 
。
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フランス手形法 

一 案 認 
五 さ さ 

日 れ れ 
の た る 
法 の に 

とどま 律にお 0 刃 二レ 

い C っ 

  
一 ン い 

ま
ま
、
幻
の
商
法
典
 と
 

ス
が
 用
い
ら
れ
続
け
る
 

八
 0
 セ
 年
商
法
典
は
こ
 な

り
、
革
命
期
に
損
 

。
革
命
暦
六
年
華
 月
 

の
 問
題
に
何
等
変
更
 

37 巻 2 号 (2003. 

て よ さ 
知 れ れ 

Ⅱ 
るに本土 られる @ @ 鴇 ま、一 ｜ 

。 上る セが / Ⅹ 

七   
年 オ 
の ル 

@ ド 

ウナ @ ン 

ら身 

ル ス 
目 な 

体 時代 ｜ズ一 

へ     
しとで よる 

  
。ⅠⅡ られな ぃ 
か つ   っ ぺ 

コ 事例 巾勾 た C 

と Ⅰ   し に 

1) 



一
八
三
二
年
四
月
一
七
日
の
法
律
 

第
一
条
身
体
強
制
は
、
以
下
に
掲
げ
る
例
外
及
び
修
正
の
場
 

合
を
除
き
、
元
本
二
 0
0
[
7
,
 

ラ
ン
以
上
を
支
払
う
商
事
債
務
 ほ
 つ
い
て
履
行
を
命
じ
 

@
 
問
 "
 

る
 判
決
を
下
さ
れ
た
す
べ
て
の
者
に
つ
い
て
こ
れ
を
宣
言
 由
 
す
る
 こ
と
が
で
き
る
。
 

第
二
条
商
事
に
関
し
て
、
以
下
の
場
ム
ロ
に
は
身
体
強
制
を
認
 め
な
い
。
第
一
、
法
的
に
公
式
の
商
人
と
看
 徴
 さ
れ
な
い
婦
女
 子
 。
第
二
、
商
人
 資
 

格
 の
な
い
未
成
年
者
ま
た
は
そ
の
商
業
へ
の
従
事
に
よ
っ
て
 成
 牢
者
と
看
 倣
 さ
れ
る
こ
と
の
な
い
未
成
年
者
。
第
三
、
商
事
裁
 
判
 所
の
管
轄
に
属
す
る
 

未
亡
人
ま
た
は
相
続
人
で
、
審
理
の
途
上
に
あ
っ
て
商
事
裁
判
 所
に
召
喚
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
地
位
を
理
由
と
し
て
別
訴
に
 よ
り
商
事
裁
判
所
で
被
 

@
 
㏄
 @
 

告
 と
な
っ
て
い
る
者
。
 

第
三
条
商
法
典
一
一
二
条
の
文
言
に
お
い
て
単
な
る
約
束
 
と
 看
板
さ
れ
る
為
替
手
形
、
ま
た
は
、
約
束
手
形
に
署
名
を
な
し
 
た
こ
と
を
を
理
由
と
 

す
る
、
非
商
人
に
対
し
て
商
事
裁
判
所
が
言
渡
し
た
履
行
強
制
 判
決
は
、
こ
れ
ら
の
署
名
お
よ
び
債
務
負
担
行
為
が
商
業
、
 為
 替
 、
銀
行
ま
た
は
仲
立
 

の
 取
引
の
た
め
に
行
わ
れ
た
の
で
な
い
限
り
、
身
体
強
制
を
許
  

 

第
四
条
商
事
に
関
す
る
身
体
強
制
は
 
、
セ
 0
 歳
を
越
え
る
 年
 

 
 

第
五
条
商
事
債
務
を
理
由
と
す
る
収
監
は
、
支
払
を
命
ぜ
ら
 

れ
た
元
本
額
が
五
 0
0
 
フ
ラ
ン
に
至
ら
ざ
る
も
の
に
つ
い
て
は
 

一
年
を
経
過
す
る
 

と
 当
然
に
終
了
す
る
。
同
様
に
、
 

一
 
0
0
0
7
 

ラ
ン
未
満
に
つ
 

い
て
は
二
年
、
三
 0
0
0
7
 
ラ
ン
未
満
に
つ
い
て
は
三
年
、
五
 O
0
0
7
 

ラ
ン
未
満
に
 

巻
 

七
月
二
二
日
の
法
律
を
待
つ
ほ
か
に
な
か
っ
た
。
ま
ず
 、
一
八
三
二
年
の
法
律
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
 

7
 く

 
ハ
 し
 

「
身
体
強
制
を
伴
 う
 判
決
の
執
行
の
た
め
の
商
事
拘
禁
所
を
 、
 パ
リ
市
の
み
の
一
箇
所
に
設
け
る
。
そ
の
組
織
及
び
権
限
は
特
 段
の
規
則
を
以
っ
て
 

説
こ
れ
を
定
め
る
。
」
 

論
 

-
 
㏄
 "
 

こ
の
「
商
事
拘
禁
所
」
こ
そ
、
バ
リ
北
郊
に
置
か
れ
た
 ク
リ
ッ
シ
ー
の
監
獄
に
他
な
ら
な
い
。
 

@
 
鏑
 @
 

と
こ
ろ
が
、
商
法
典
制
定
後
の
時
代
に
は
、
身
体
強
制
 は
そ
の
緩
和
・
廃
止
と
い
う
過
程
を
辿
る
。
一
八
三
二
年
 四
月
一
 セ
 日
の
法
 

待
 と
一
八
四
八
年
一
二
月
一
三
日
の
法
律
は
、
と
も
に
、
 身
体
強
制
を
緩
和
す
る
立
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
完
全
な
 廃
止
は
一
八
六
七
年
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W
 
 

身
体
強
制
の
廃
止
 

 
 

 
 

の 外 い に 

第
二
条
第
一
号
で
婦
女
子
が
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
 こ
 の
 解
釈
は
既
に
私
法
 院
 
（
の
 
0
 コ
 の
の
 
ぎ
づ
ユ
づ
ゆ
 ）
判
決
一
七
 四
 0
 年
 九
月
二
日
 

-
 
Ⅱ
 @
 

お
い
て
示
さ
れ
た
原
則
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
ほ
か
、
 第
四
条
の
老
齢
者
の
除
外
、
第
二
条
第
二
号
の
非
商
人
 未
成
年
者
の
除
外
、
 

-
 
柁
 @
 

ず
れ
も
既
に
㌧
 0
 円
 二
白
 オ
が
 示
し
て
い
た
解
釈
で
あ
る
 と
と
も
に
、
民
事
に
関
し
て
は
既
に
民
法
典
で
採
用
さ
 
れ
て
い
た
適
用
 除
 

で
あ
る
。
さ
ら
に
㌧
 0
 づ
出
 Ⅰ
め
オ
は
、
聖
職
者
が
身
体
 
強
 制
を
免
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
現
在
 認
め
ら
れ
な
い
と
 

@
 
偲
 @
 

し
 C
 の
 之
 し
円
に
よ
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

@
 
何
 @
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
く
し
て
セ
戸
王
制
 期
 に
は
身
体
 強
 制
 に
お
け
る
人
身
保
護
が
配
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

@
 
㏄
 "
 

つ
い
て
は
四
年
、
五
 0
0
0
7
 

ラ
ン
以
上
に
つ
い
て
は
五
年
と
 する
。
 

@
 
即
 "
 

第
六
条
債
務
者
が
収
監
中
に
七
 
0
 歳
に
な
り
た
る
 場
 ム
コ
に
は
 そ
の
日
よ
り
、
収
監
は
当
然
に
終
了
す
る
。
 



論 説 

て
 、
個
人
の
自
由
は
他
の
自
由
を
害
す
る
と
こ
ろ
に
 
限
 界
 が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
も
し
私
が
隣
人
の
自
由
を
 害
す
る
（
自
由
の
濫
）
 

@
 

用
 ）
な
ら
ば
国
家
は
私
を
逮
捕
し
、
一
般
利
益
を
保
護
 す
る
た
め
に
投
獄
す
る
権
利
が
あ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
 

 
 

他
の
市
民
の
正
当
防
衛
権
に
求
め
ら
れ
る
と
Ⅰ
 

-
 
 

Ⅰ
。
 

@
6
@
4
 
 

ぅ
 
と
 -
 

し
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
の
み
国
家
が
人
の
自
由
を
 奪
い
得
る
と
し
て
、
）
 

 
 

@
 
柑
 @
 

一
体
身
体
強
制
を
宣
言
さ
れ
た
債
務
者
に
お
い
て
、
い
か
 な
る
自
由
の
濫
用
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
 。
廃
止
反
対
論
の
根
 
0
 
ふ
 

o
 

拠
 に
な
っ
て
い
る
身
体
強
制
の
社
会
的
有
用
性
な
ど
 存
 在
せ
ず
、
そ
れ
は
債
務
者
に
と
っ
て
は
破
壊
的
な
だ
け
で
 あ
り
、
制
度
を
存
置
㏄
 

@
 
耶
 "
 

号
 

さ
せ
よ
う
と
す
る
真
の
利
生
口
は
正
義
と
は
無
縁
の
と
こ
 

ろ
に
あ
る
、
と
説
く
。
 

@
 

巻
 

7
 

さ
ら
に
、
 
審
目
 「
目
付
は
、
身
体
強
制
の
社
会
的
有
用
性
 が
 乏
し
い
こ
と
を
次
の
よ
う
な
統
計
で
実
証
す
る
。
 

へ
く
り
 

一
八
三
四
年
三
月
二
 
セ
 日
付
の
（
の
 0
 コ
の
 
（
（
 
荘
由
 0
 コ
コ
 
の
 寺
 
紙
 に
掲
載
さ
れ
た
記
事
に
は
、
商
事
監
獄
の
一
八
二
七
 年
 一
月
一
日
か
ら
 

一
八
三
二
年
四
月
一
八
日
ま
で
の
統
計
が
見
ら
れ
る
。
・
 

」
れ
に
よ
れ
ば
、
古
調
査
期
間
の
約
五
年
の
間
に
二
五
六
 六
名
の
債
務
者
が
収
 

乾
 さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
二
九
四
名
は
債
権
者
の
同
 意
 に
よ
っ
て
釈
放
、
二
四
 0
 名
が
食
糧
費
の
納
付
が
な
か
 っ
 た
こ
と
を
理
由
と
 

し
て
釈
放
、
二
三
八
名
が
脱
走
、
セ
六
名
が
許
可
証
 に
 よ
る
釈
放
、
六
三
名
が
判
決
に
よ
る
釈
放
、
一
四
名
が
 財
 産
 委
付
に
よ
る
釈
放
、
 

一
四
名
が
手
続
の
取
消
に
よ
る
釈
放
、
三
一
八
名
が
精
神
 療
養
所
送
致
、
二
名
が
死
亡
で
あ
り
、
僅
か
八
分
の
一
 に
あ
た
る
 三
 0
 七
名
 

*
 
佃
 @
 

が
 弁
済
に
よ
っ
て
釈
放
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
。
し
か
も
 、
一
五
二
六
名
は
一
か
月
以
内
に
釈
放
さ
れ
て
い
る
。
 

@
 
㏄
 -
 

し
ナ
ペ
 Ⅰ
手
目
 O
C
H
 Ⅰ
Ⅰ
 下
 カ
ロ
に
よ
る
一
八
二
二
年
か
ら
 一
 八
三
三
年
ま
で
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
パ
 リ
 市
内
で
一
一
 
九
三
件
の
拘
束
が
 

行
わ
れ
て
い
る
。
一
四
九
件
の
み
が
完
済
を
見
、
六
四
 四
件
が
一
部
弁
済
を
得
て
い
る
が
、
 

四
 0
0
 
件
は
何
の
成
 果
 も
も
た
ら
し
て
い
 

よ
 
力
 
@
 ）
。
 

・
 
セ
 

一
八
四
八
年
に
パ
リ
商
事
裁
判
所
が
発
表
し
た
統
計
に
よ
 れ
ば
、
集
計
時
よ
り
過
去
一
年
の
間
、
同
裁
判
所
で
の
 身
体
強
制
ら
昌
言
 の
 

舌
口
渡
は
七
万
五
 0
0
0
 
件
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
 履
 行
を
見
た
事
案
は
僅
か
に
 四
 0
 
一
件
で
あ
り
、
他
方
に
お
 
い
 て
身
体
強
制
が
な
 



 
 

 
 

 
 

 
 

身
 セ
 
0
0
7
 

ラ
ン
（
 

?
 
）
が
掛
か
り
、
債
権
額
の
約
半
分
 

が
 
消
え
て
し
ま
う
。
三
三
 

0
 フ
ラ
ン
の
債
権
 

額
 
と
し
て
も
 

三
 
か
月
の
拘
束
で
あ
 

ノス手形法 

そ 
れ 
ま ｜ 

カ Ⅰ 

り 

か 

身 
体 
強 
制 
の 
  
  
@ 
@@ り 亜 @ 

却 
  
て 
債 
権 
者 
{ 、 : 
と 
  
て 
も 

不 
経 
済 
を 
生 
じ 

る 

  
/ Ⅰ 

四 

八年 

面 0 
事 
裁 
判 
所 
決 
議 
@ 

号 (2003  
 

じ
っ
 
さ
い
、
身
体
強
制
を
回
避
す
る
大
変
確
実
な
方
法
を
持
っ
 て
い
ま
す
ね
、
つ
ま
り
、
破
産
申
 立
 そ
し
て
し
ま
う
・
・
・
…
の
で
 

す
 。
」
 

 
 

の 三 弦 { 

  
@ 

  

  
かれ， 容赦な 

  
々 に 
な 添 

文学者、 高利貸 

  小 身を 現 釈 た 

  放を ⅠⅠ 一 @ 
る 営 
の 葉 て 一 
で者 い 年 

す等 。 の 6 0 

    
よ で 合 で そ も 

ので 商 
め る 

人そ 3@ な ある ぅ （ s 回 、 履 
うる ち O 

な の 
ら仕 筈 見 放 打 身 
ば事 を 体 産 が O 体 

  



現
代
に
お
い
て
は
、
身
体
強
制
が
利
用
で
き
な
い
の
は
 

 
 

で
は
な
く
、
債
務
 

論 

承 立 華 の ド 隠 る の こ 奪 
認 の し は か は 置 こ た と う さ 

さ 準 た 幼 く 起   と め を べ ら 

エ 
ピ 
  に、廃 主義れてゆフラン 則 論のこ して、 こらな 詐欺破 は社会 年 に 、 説き、 きては 

くがスと、 韓 い 産 金 々 無 い 止 
こ ・ 体 少 民 と 反 

    
雑 人 さ 日 6 者 代 題 を 信 で   

よ 法 よ な 尾 身   う 典 う し 育 林 
な " 岩 手 な さ な ろ 成 強 

モ 改 前 身 が 制   ラ 正 産 休 心 の 
の 会 節 関 ル し が 強 要 可 
千 社 団 す ハ 、 存 制 で 能 
段 の が る 
が 設 目 も 

ザ 財 在 判 あ 性 
@ 産 す 度 る る 
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司
り
 

@
 
㏄
 "
 

る
こ
 こ
十
 

@
 
乞
 考
え
Ⅰ
 つ
 れ
 た
 Ⅰ
 

(130 

り
 、
費
用
の
総
額
は
二
二
五
フ
ラ
ン
、
で
回
収
で
き
る
 債
権
の
金
額
よ
り
も
費
用
 力
 
，
，
 
上
回
る
 
@
5
@
5
 
 

。
 い
ず
れ
も
費
用
は
 債
権
者
の
負
担
で
あ
 

4
%
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号
 

以
上
の
と
お
り
、
近
代
・
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
 て
 身
体
強
制
が
廃
止
さ
れ
、
「
厳
正
な
る
債
務
を
負
 う
自
 由
 」
が
制
約
さ
れ
 

翻
 

て
ゆ
く
過
程
を
観
察
し
た
。
そ
の
賛
否
是
非
を
い
か
に
 論
じ
る
か
は
別
と
し
て
、
か
よ
う
な
歴
史
を
背
景
に
 、
あ
 る
い
は
手
形
法
が
論
 
甜
 

 
 

1
 

じ
ら
れ
、
あ
る
い
は
抽
象
債
務
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
 で
あ
る
。
 

く
り
 

ひ
 

 
 

 
 

@
 
㏄
 "
 

消
 立
法
典
 L
 ）
三
一
三
 ｜
一
 三
条
商
法
典
第
一
一
四
条
の
規
定
 

@
 
"
6
 

。
 

は
 、
た
と
え
成
人
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
本
編
の
規
定
す
 

る
与
信
 取
目
の
う
ち
 

@
G
@
6
 

｜
、
  

 

第
二
章
第
二
節
、
第
四
節
、
第
六
節
お
よ
び
第
七
節
、
な
ら
び
 に
 、
本
章
第
一
節
、
第
三
節
、
お
よ
び
、
第
四
節
な
い
し
第
八
 節
を
除
く
も
の
に
際
し
 

3
 

@
 
㎝
 @
 

0
 o

 

て
 、
 
借
主
 が
署
名
し
ま
た
は
手
形
保
証
し
た
る
為
替
手
形
及
び
 約
束
手
形
に
適
用
さ
れ
る
。
 

2
  

 

お
け
る
自
然
人
に
よ
る
手
形
行
為
の
無
効
（
 取
消
 ）
 を
 認
め
て
さ
え
い
る
。
 

の
も
の
を
回
避
し
ょ
う
と
さ
え
す
る
。
消
費
法
典
 L
 三
 一
一
一
一
 

｜
 

ヴ
 ネ
ル
 法
 第
一
七
条
と
し
て
制
定
、
後
に
消
費
法
典
に
 組
込
 

一
 三
条
（
一
九
八
七
年
一
月
一
 0
 日
の
法
律
Ⅱ
 
い
 わ
 ゆ
 る
 第
一
ス
ク
 り
 

条
文
番
号
変
更
）
が
こ
れ
で
あ
り
、
一
定
の
場
面
で
、
 非
職
業
活
動
に
 

こ
れ
だ
け
で
な
く
、
抽
象
債
務
の
取
扱
も
大
き
く
変
貌
 し
て
い
る
。
右
の
消
費
法
典
は
、
非
職
業
者
自
然
人
に
よ
 6
 手
形
の
利
用
 そ
 

者
の
経
済
的
再
生
を
重
視
し
た
法
制
度
が
整
備
さ
れ
て
 い
る
 0
 こ
の
こ
と
 

務
は
 
つ
い
て
一
段
と
配
慮
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
民
事
 再
生
法
に
お
け
る
 

類
似
の
制
度
が
先
進
国
各
国
の
立
法
に
お
い
て
採
用
さ
 れ
て
い
る
こ
と
は
 

ン
ス
法
に
つ
い
て
も
、
一
九
八
九
年
に
制
定
さ
れ
た
 ネ
 ノ
エ
ル
ノ
法
に
よ
 

の
屈
 
Ⅱ
の
 
臣
 Ⅰ
の
円
円
 

e
 日
 の
コ
 
田
 Ⅰ
の
㏄
甘
 
ゆ
 Ⅱ
（
 
目
り
 
日
芸
 
叩
 ㍉
㏄
）
・
お
ル
こ
と
れ
に
 

あ
た
る
。
現
在
は
 

-
 
㏄
 "
 

て
い
る
。
 

は
 債
務
者
の
人
格
尊
重
の
観
点
か
ら
、
非
職
業
自
然
人
 の
債
 

小
規
模
個
人
再
生
・
給
与
所
得
者
等
再
生
手
続
を
は
じ
 め
、
 

周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
絃
線
述
べ
て
き
た
 ブ
 ラ
 

る
 消
費
者
再
生
手
続
（
 ゴ
 吐
き
日
当
 *
 監
 正
れ
 巨
き
 0
 コ
 年
の
 

消
費
法
典
 L
 三
三
一
・
一
条
以
下
の
規
定
と
し
て
運
用
 さ
れ
 



論 説 

く
 箇
所
で
あ
る
 0
 聖
書
学
の
専
門
家
で
も
な
い
筆
者
に
は
そ
う
 い
う
解
釈
を
し
て
い
い
も
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
部
 分
は
旧
約
 蔵
 言
偏
 

乱
 

「
父
の
諭
し
」
と
共
鳴
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
 ィ
 エ
 ス
前
後
の
時
代
で
も
、
保
証
人
の
制
度
は
依
然
厳
正
な
 身
 体
 強
制
を
伴
っ
た
。
 
柵
 

 
 

っ
た
君
は
き
っ
と
後
悔
す
る
で
他
国
の
者
に
手
を
打
っ
て
誓
い
、
 

い
 。
見
せ
か
け
の
友
情
の
た
め
に
 誓
 /
 …
あ
な
た
の
口
の
言
葉
に
よ
 っ
て
罠
に
か
 
あ
ろ
う
、
 

警
 
2
 
（
 
与
 

か
っ
た
な
ら
、
命
は
友
人
の
手
中
に
あ
る
の
だ
か
ら
 /
 行
っ
て
 足
を
踏
み
な
ら
し
、
友
人
を
責
め
立
て
よ
。
 /
 …
ま
ぶ
た
に
ま
 ど
ろ
む
こ
と
を
 許
億
 

0
3
U
 

す
な
。
 /
 鳥
の
よ
う
に
、
自
分
を
救
い
出
せ
。
」
 

蔵
 言
上
 
ハ
 

・
 五 
（
聖
書
新
共
同
課
、
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八
七
年
）
 
 
 

（
 
2
 ）
柴
崎
 暁
 ・
手
形
法
理
と
抽
象
債
務
（
新
 青
 出
版
、
二
 0
 0
 二
年
）
三
目
 巳
注
 Ⅱ
。
 

（
 
3
 ）
柴
崎
・
前
掲
 
書
蕊
 年
日
 注
迭
 付
近
。
 

（
 
4
 ）
飯
島
耕
一
 
調
 ・
娼
婦
の
栄
光
と
悲
惨
 ｜
 悪
党
ヴ
ォ
ー
 ト
 ラ
ン
最
後
の
変
身
（
上
）
・
責
任
編
集
鹿
島
蔵
Ⅱ
山
田
 登
 世
子
 廿
 大
矢
タ
カ
 ヤ
ス
 ・
 バ
 

ル
ザ
ッ
ク
「
人
間
喜
劇
 ヒ
 セ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
藤
原
書
店
、
二
 0
 0
0
 年
 ）
第
八
巻
三
三
 0
 頁
 。
 

（
 
5
 ）
庄
子
良
男
「
手
形
厳
正
理
論
の
現
状
と
そ
の
意
義
」
 
東
 化
学
院
大
学
論
集
法
律
学
五
号
（
二
五
 @
 九
一
頁
）
二
八
頁
、
 同
 ・
手
形
抗
弁
論
（
 一
 

九
九
八
年
、
信
出
社
）
五
頁
。
 

（
 
6
 ）
柴
崎
・
前
掲
 書
 。
 

（
 
7
 ）
岩
井
克
人
・
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
の
資
本
論
（
ち
く
ま
 
責
 男
文
庫
版
一
九
九
二
年
）
一
八
頁
。
 

（
 
8
 ）
船
田
草
 二
 ・
ロ
ー
マ
法
第
五
巻
（
一
九
七
二
年
、
岩
波
 書
店
）
八
八
頁
。
制
度
の
概
要
は
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
 。
債
務
の
弁
済
期
よ
り
 

三
十
日
が
経
過
し
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
債
務
者
を
法
務
官
 の
 前
に
実
力
で
連
行
で
き
る
。
法
務
官
の
面
前
で
、
債
権
者
は
 債
務
者
の
肩
に
手
 

を
 置
き
一
定
の
形
式
に
し
た
が
い
、
差
押
の
事
実
、
差
押
を
な
 し
た
法
律
上
の
理
由
、
債
権
 頼
る
 ぅ
昼
 
舌
 す
る
。
第
三
者
が
そ
の
 不
適
法
で
あ
る
こ
 

と
を
主
張
し
、
か
つ
、
自
ら
原
告
に
対
し
て
責
任
を
負
担
す
る
 場
合
に
の
み
被
告
は
食
捕
を
免
れ
る
が
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
 原
告
は
、
 被
 生
口
を
 

自
宅
に
連
行
・
監
視
・
拘
束
で
き
る
。
十
二
表
法
に
は
、
拘
束
 に
 用
い
る
鎖
の
重
量
の
上
限
や
、
被
告
が
食
事
を
欲
す
る
場
合
 の
 扶
養
義
務
な
ど
 

が
 規
定
さ
れ
て
い
た
。
連
行
拘
禁
に
続
く
六
十
日
の
間
、
拘
束
 者
は
、
三
回
の
連
続
す
る
市
の
日
毎
に
被
告
を
政
務
官
の
面
前
 に
 連
行
し
、
被
告
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身体強制とフラン 

（ （ （ 

が
 負
っ
た
債
務
の
金
額
を
大
声
で
古
里
 

目
 し
て
そ
の
拘
束
を
解
く
 た
め
に
第
三
者
が
弁
済
を
す
る
機
会
を
設
け
、
こ
れ
に
対
し
て
 誰
も
債
務
を
履
行
 

し
な
け
れ
ば
、
六
十
日
の
期
間
の
満
了
後
、
拘
束
者
は
被
告
を
 殺
害
す
る
か
、
国
境
外
（
 テ
 ベ
 ン
 川
の
向
学
）
に
奴
隷
と
し
て
 売
却
す
る
こ
と
が
 

で
き
る
。
殺
害
の
場
合
に
は
、
屍
体
を
分
割
す
る
こ
と
が
許
さ
 れ
た
。
そ
の
際
、
屍
体
を
何
個
に
分
割
す
る
か
も
拘
束
者
が
自
 由
 に
決
定
し
得
た
 

と
い
う
。
 

（
 
9
 ）
目
口
 ヒ
 Ⅱ
三
め
（
Ⅰ
 

隼
 
-
0
 
の
）
・
 

り
 0
-
 
曲
 0
0
 
臣
円
 
Ⅱ
口
目
コ
 

ヰ
 
の
Ⅰ
 曲
 Ⅱ
 0
0
 
Ⅱ
で
㏄
 

0
 臣
年
 Ⅱ
 
0
 ぎ
 ㍉
 
0
 ヨ
ゆ
 ）
目
の
 
ト
 の
 
コ
ら
 Ⅱ
 
0
 ノ
ト
 Ⅰ
 
P
 目
 う
 い
 -
 
の
 
・
 円
す
 
・
㌧
の
さ
の
 

，
ト
 
㏄
 
0
%
 
・
 
b
.
 
ト
 

（
 
皿
 ）
 目
 Ⅱ
二
三
知
 

O
b
.
c
@
 

（
：
 
b
.
 づ
 

（
Ⅱ
）
共
和
制
末
期
ま
で
に
は
不
使
用
に
帰
し
て
滅
び
て
し
ま
 っ
た
 古
代
の
制
度
で
は
あ
る
が
、
儀
式
性
の
強
い
債
務
負
担
荷
 為
 で
あ
る
。
五
名
以
上
 

0
 口
 一
 7
 市
民
の
証
人
の
前
で
、
 

秤
 持
ち
が
立
会
う
。
債
権
者
 と
な
る
べ
き
者
が
債
務
者
と
な
る
べ
き
者
の
手
を
描
ん
で
「
私
 は
こ
の
奴
隷
が
 市
 

民
法
に
よ
っ
て
私
の
物
で
あ
る
と
主
張
す
る
 0
 そ
し
て
こ
の
 
奴
 隷
は
 、
こ
の
 銅
と
 銅
の
秤
に
よ
っ
て
私
に
取
得
さ
れ
る
」
と
 発
 声
し
 、
銅
 坑
で
秤
 

を
 押
し
下
げ
て
か
ら
、
こ
れ
を
柏
手
方
に
手
渡
す
ー
ガ
 イ
ウ
 ス
 の
 法
学
提
要
に
 よ
 る
銅
杵
行
為
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
取
得
に
 関
す
る
部
分
か
ら
。
 

吉
野
情
・
ロ
ー
マ
法
と
そ
の
社
会
（
一
九
 セ
 二
年
、
近
藤
出
版
 社
 ）
一
二
 0
 頁
｜
 。
な
ぜ
拘
束
行
為
を
す
る
に
至
っ
た
か
と
い
 ぅ
 経
緯
は
一
切
 述
 

ぺ
 ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
儀
式
に
至
 る
ま
で
に
、
債
権
者
と
な
る
べ
き
者
は
、
何
ら
か
の
財
産
・
 役
 務
を
柏
手
方
に
給
 

あ
る
者
が
他
の
者
に
対
す
る
人
身
支
配
を
取
得
す
る
効
果
」
を
 生
じ
る
。
結
果
的
に
は
、
柏
手
方
が
 、
 （
命
懸
け
で
）
銅
の
塊
 

（
金
銭
）
の
返
済
 

を
 約
束
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
隼
捕
手
続
 は
 判
決
債
務
の
不
履
行
へ
の
制
裁
で
あ
っ
た
が
、
拘
束
行
為
を
 用
い
る
と
、
判
決
 

手
続
抜
き
で
い
き
な
り
強
制
執
行
を
開
始
で
き
る
。
現
代
の
執
 行
 証
書
を
想
起
さ
れ
た
い
。
 

形
手
 

徹
 

（
 
佗
 ）
プ
ル
ー
タ
ス
「
い
い
や
、
誓
い
は
要
ら
ぬ
 

ほ
か
に
ど
ん
な
証
文
が
ほ
し
い
と
い
う
の
か
、
ひ
と
た
び
 口
 に
だ
し
た
以
上
、
決
し
て
逃
げ
 

 
 

人
の
体
内
を
流
れ
、
そ
の
誇
り
と
す
る
血
が
、
み
ず
か
ら
お
の
 れ
の
不
純
を
恥
じ
 

 
 

よ
 う
 、
た
と
え
些
細
な
こ
と
で
も
、
ひ
と
た
 
ぴ
 口
に
出
し
た
 言
葉
を
わ
れ
か
ら
破
る
よ
う
な
こ
と
で
は
。
」
福
田
恒
存
 訳
 Ⅱ
 シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
 

「
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
」
（
新
潮
文
庫
、
一
九
六
八
年
）
四
一
 

l
 四
二
頁
。
こ
の
ム
ロ
詞
は
契
約
の
拘
束
力
の
基
礎
を
「
 

血
 Ⅱ
 精
 神
 Ⅱ
意
思
」
に
も
 

と
め
る
近
代
人
の
こ
と
は
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
冒
頭
「
 マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
の
引
用
参
照
。
 

穏
 ）
Ⅰ
 巨
ヒ
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下
 
（
 
け
ぎ
 o
q
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・
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目
 o
 け
 n
O
 

日
ヨ
の
お
の
コ
才
 

a
U
 

Ⅰ
（
 

0
 曲
 （
円
 E
 再
三
ぢ
 コ
 の
Ⅰ
 
0
 仁
 Ⅰ
 P
 の
 
田
 
Ⅱ
の
の
 
メ
ト
 
㏄
の
 
か
 ㏄
 
曲
コ
 
の
白
 
仁
の
ト
 
の
 で
 0
 Ⅱ
 
日
 
0
 口
Ⅰ
 
づ
 Ⅱ
 
0
 由
ヰ
 
0
%
 
ヒ
 0
-
 
ひ
づ
宙
 
三
の
宙
 

「
 臼
曲
ゆ
 （
 
ひ
零
 E
.
 

説
 

Ⅱ
 
目
 @
 
の
の
 
コ
曲
授
 
Ⅱ
の
の
叶
の
曲
 

づ
 ㏄
Ⅰ
Ⅰ
㏄
年
年
 

の
 ・
 
ヰ
 

 
 

ゅ
 
守
曲
 

㌢
 黒
ゑ
 

づ
串
げ
 
の
 
・
の
仁
孝
昌
（
 

・
 お
 お
・
 
コ
 o
 
P
 

p
.
o
 

ま
 
田
 ・
 
お
ら
 

コ
 。
 
汀
び
 

仁
 n
o
 
・
に
よ
れ
 

Ⅰ
 且
 。
 目
ヰ
母
盤
串
曲
号
 

ば
 、
こ
の
規
定
は
公
正
 

ピ
白
仁
田
 
証
書
に
も
私
署
証
書
に
も
 

o
 コ
 p
d
p
n
 

ゴ
か
 
隼
の
Ⅱ
 
か
仁
コ
 

（
Ⅰ
 

適
用
さ
れ
た
。
 破
投
焼
 判
決
一
八
一
一
年
二
月
二
八
日
（
の
（
「
の
 

せ
，
 
1
 
㏄
 ト
い
 
・
㏄
の
 

A
.
 

）
。
 

（
Ⅱ
）
 下
 C
 せ
 り
 Ⅰ
）
 
之
 （
 
巾
め
 
C
 ）
）
・
め
の
の
 

藤
 @
0
%
 
「
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卸
 q
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ぢ
ロ
 の
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目
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ゴ
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由
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0
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 Ⅰ
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（
 

目
 0
 ガ
，
 ・
 
円
 O
C
 

口
ロ
 

や
 C
 （
）
 
綱
コ
 ）
・
Ⅰ
 
の
の
Ⅰ
 
臣
 ㏄
 
円
ノ
 

円
仁
田
 

0
 
の
年
年
 

し
 1
0
 
ぎ
 0
0
 
コ
の
 
三
田
 R
 ニ
 g
 
ゆ
匡
ヨ
 
の
目
打
Ⅰ
の
す
円
仁
 

ユ
 の
 
で
 円
目
口
 

の
コ
盤
 
Ⅰ
の
㏄
 
日
 P
 Ⅱ
の
 
す
ゅ
コ
 
年
の
 
，
 ㏄
 ひ
宙
 
：
 ト
 
Ⅱ
つ
 
0
 ・
 巾
 。
 屈
 Ⅰ
仮
の
 

9
 
 
ぃ
 
0
 ヨ
の
ゲ
 Ⅰ
・
り
ト
の
 

 
 

（
 
幼
 ）
 
ド
し
づ
ぺ
 
山
力
 C
 屈
豆
 0
 づ
 ・
 串
ダ
 o
.
N
 

の
の
・
「
隔
地
 

宛
 」
と
は
 、
当
時
の
理
解
で
は
、
振
出
 地
 と
支
払
地
と
が
異
な
る
 口
 （
 
a
c
 
の
 に
 存
在
す
る
場
合
を
 ぃ
 

つ
 。
 

（
 
れ
 ）
。
 円
ソ
 

小
片
の
コ
ロ
 

0
 コ
の
ゆ
臣
 
0
 の
の
 0
 目
 Ⅰ
の
の
計
 

P
 仁
丹
Ⅰ
 

e
 
の
Ⅰ
 
目
 ㎏
の
の
・
 

ト
の
 
0
0
 
ロ
 ロ
か
ヨ
下
 

0
 Ⅰ
口
口
 
り
 絹
目
の
隼
の
 

コ
 0
 ㏄
㏄
 屈
 ）
の
円
の
Ⅰ
 

曲
 ㍉
 0
0
 
Ⅰ
 
ロ
 の
の
 
コ
ヨ
 曲
ま
レ
 

Ⅱ
の
 
0
-
 
ヰ
 臣
の
・
 

印
 
-
 
コ
 0
 さ
 

0
 コ
 0
 
か
 ㏄
Ⅰ
の
Ⅱ
の
）
 

臣
 Ⅰ
 
0
 
舶
 ㍉
曲
目
色
 

の
 ・
で
 
0
 屈
 Ⅰ
年
立
 
P
 （
の
の
 

0
 Ⅱ
目
コ
す
 
%
 Ⅰ
 
ざ
ひ
 
Ⅰ
 の
 の
コ
 の
Ⅹ
 
ひ
 0
 月
 由
 0
 コ
ロ
の
の
 
ヒ
仁
舶
の
 

づ
 
Ⅰ
 0
 ロ
 元
 ・
で
 
0
 仁
 Ⅱ
㏄
 
音
コ
 -
0
 
コ
 燵
 ダ
で
 0
 佳
 ヰ
由
か
 
Ⅰ
 0
 丑
コ
ひ
り
 

の
の
㏄
・
 

簾
 ）
Ⅱ
の
・
 

0
0
 

口
四
㏄
 

コ
ひ
ま
 
0
 コ
桟
笘
 
）
（
 

e
 Ⅰ
 か
 Ⅱ
 0
 Ⅱ
 
隼
 0
 コ
コ
由
コ
 

C
 
の
 年
 e
 目
仁
 
㏄
（
）
 

C
 
P
o
 珪
 0
 
コ
 叶
 
Ⅱ
の
 

-
e
 

㏄
 ヨ
 宮
コ
の
年
 
0
 Ⅰ
 0
 
㍉
㏄
 
0
 づ
 目
 0
 
の
Ⅰ
 偉
ヴ
 
由
由
し
 
e
 の
・
Ⅰ
 

0
 口
 Ⅱ
 
ひ
 
の
の
目
ヰ
の
田
）
 

0
 早
年
。
 

ヴ
ロ
 
の
 廿
 つ
か
Ⅰ
 
-
 
の
 
㏄
の
小
戸
 

仁
 の
の
 
冊
 
Ⅱ
 
e
 
の
・
 

0
0
 

ヨ
ヨ
 ）
の
の
 

a
-
r
e
 

㏄
 O
 仁
 何
か
Ⅰ
 

年
 -
0
 
コ
 
s
,
-
e
 

（
 
帯
 
㍉
の
㏄
 
卸
 e
c
 ゴ
め
局
 

的
の
・
自
由
 

め
 口
目
 由
 Ⅱ
 曲
ヒ
 
Ⅱ
 
憶
 Ⅱ
の
 
ヨ
 お
の
宙
の
㌧
 
-
 
宙
 0
 の
の
 
コ
 ㌧
 -
 
め
 0
 
の
・
 

年
の
田
田
の
の
の
 

コ
田
 
Ⅰ
の
 
旨
曲
 Ⅱ
 
0
 甘
ゆ
 
コ
 隼
の
㌧
 
0
 仁
 Ⅱ
日
の
 

ノ
 
（
宙
の
 
ヨ
 が
Ⅰ
。
 

ぽ
 P
 コ
隼
帝
の
 
ら
 0
 コ
 円
目
 
リ
 ヨ
接
の
わ
 
井
 !
 

（
 
四
 ）
㏄
 ぺ
イ
ヰ
下
デ
卍
ぺ
 

（
Ⅰ
の
 

0
 出
作
 
0
 
の
・
 
円
 
㏄
の
 
ド
 ー
Ⅰ
 
の
 の
 
っ
 ）
・
Ⅰ
の
 

で
曲
弓
円
 

如
ぃ
 
円
 臣
ひ
 
夫
 o
c
i
 

戸
ロ
 

田
 0
 仁
デ
づ
 
の
 
圧
り
由
 

c
t
i
o
 

コ
幅
 小
戸
 
ひ
 ㍉
 
曲
ト
 
0
 つ
 0
 偉
 Ⅰ
 c
 
の
 白
 E
 デ
 Ⅱ
 
の
 
内
の
Ⅱ
宙
の
 

-
0
0
0
 

巳
臣
ド
 

㌧
の
㍉
 
0
 
の
 

宙
 0
 の
 ヨ
む
ベ
 
0
 ゴ
 ひ
 コ
ロ
尼
の
㏄
 

口
 の
中
Ⅰ
 
ひ
目
 
0
p
 

の
円
山
 

0
 
の
Ⅰ
 曲
 Ⅱ
の
ひ
 
田
 
Ⅱ
 
ひ
コ
 
鍍
の
 
Ⅰ
の
・
小
口
・
 

ヒ
ひ
 
。
 由
仁
 
の
の
の
 
曲
づ
の
 

Ⅰ
Ⅰ
年
の
の
し
 

巨
匹
 。
臣
の
（
ト
の
 

切
 Ⅱ
ー
 ト
 
Ⅱ
ト
ロ
）
 

痒
巾
圧
汀
ヨ
 0
 コ
円
 
・
 

Ⅰ
 0
 口
 Ⅰ
の
の
が
 

セ
 の
り
 
田
 （
 
ト
り
白
 

ト
ー
ト
Ⅱ
 

ド
 Ⅱ
）
・
 

き
ヨ
 e
 
 
ト
 e
 （
 
，
 ㌧
㏄
Ⅱ
か
の
・
 

ト
 
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
 
（
早
稲
田
大
学
蔵
書
）
・
 

p
.
 

き
の
・
な
お
、
同
書
の
著
者
で
あ
り
 

一
 六
七
三
年
商
事
 ォ
 

ル
ド
ナ
ン
ス
の
起
草
者
㏄
 ナ
セ
ナ
オ
ぺ
 
お
よ
び
そ
の
校
閲
者
た
ち
 で
あ
る
の
中
せ
 
巨
オ
ぺ
 一
族
 は
 つ
い
て
は
、
江
口
 眞
 柑
子
「
 7
-
 
フ
ン
ス
商
法
吏
 に
 

お
け
ら
ジ
ャ
ッ
ク
 ，
サ
 
ヴ
ァ
リ
ー
」
 奥
島
 孝
 廉
 教
授
還
暦
記
念
 論
文
集
編
集
委
員
会
編
，
比
較
会
社
法
研
究
（
成
文
章
、
一
九
 九
九
年
）
所
収
を
 

参
照
せ
よ
。
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 Ⅰ
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 Ⅰ
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Ⅰ
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 Ⅱ
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 Ⅰ
 
ぺ
 
0
 コ
 ヰ
 Ⅱ
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Ⅰ
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 Ⅰ
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Ⅱ
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Ⅱ
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Ⅰ
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仁
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 Ⅱ
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Ⅱ
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Ⅱ
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Ⅰ
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の
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ヨ
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 隼
の
目
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Ⅱ
㏄
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お
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 コ
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 目
づ
由
汀
 
か
口
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㌧
キ
打
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ト
 
Ⅱ
 
つ
ト
 八
一
橋
大
 
学
 フ
ラ
ン
ク
リ
ン
文
庫
所
蔵
）
・
 
つ
 ・
 P
 
ミ
は
 、
こ
の
見
解
を
支
 持
し
つ
つ
、
そ
れ
 

が
 ニ
ハ
 工
 
八
七
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
三
四
章
第
四
条
に
も
適
す
る
 と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
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（
 
乃
 ）
交
付
さ
れ
た
為
替
手
形
と
引
換
に
授
受
さ
れ
る
証
書
な
 
い
 し
為
替
手
形
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付
す
る
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。
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 c
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1
4
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形
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持
 

人
と
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署
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者
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の
双
方
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商
人
で
あ
る
よ
う
な
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合
に
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判
官
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必
ず
 身
 

）
 

体
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制
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旦
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す
る
で
あ
ろ
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と
述
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為
替
手
形
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為
替
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な
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事
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の
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性
に
よ
っ
て
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ま
る
か
の
よ
う
な
 表
現
を
し
て
い
る
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繍
艮
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の
）
が
な
い
為
替
手
形
の
 

取
扱
を
論
じ
て
い
る
。
詳
細
は
省
き
た
い
。
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片
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Ⅰ
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り
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史
的
 
コ
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Ⅱ
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の
の
 
厨
ぺ
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の
間
で
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甜
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ー
ル
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 ズ
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立
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引
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に
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じ
た
損
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に
関
し
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談
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づ
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日
 e
 
コ
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に
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っ
た
。
 右
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よ
れ
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 、
後
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は
、
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）
 

強
制
 

者
に
対
し
て
、
三
通
の
為
替
手
形
上
に
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載
さ
れ
た
手
形
金
日
 
四
三
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ー
プ
ル
お
よ
び
拒
絶
証
書
作
成
の
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よ
り
支
払
に
至
る
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で
の
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の
（
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期
 

 
 

身
体
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U
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ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
る
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 為
替
に
よ
る
手
形
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 を
 三
日
以
内
に
支
払
う
こ
と
が
 士
 
旦
日
さ
れ
、
こ
れ
が
な
 い
 場
合
 に
は
身
体
強
制
に
 



服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
 
黛
臼
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q
 
の
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 p
n
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執
行
異
議
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 宕
 七
音
の
よ
 
お
 t
r
a
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（
の
 

ヨ
 の
 巳
 ）
を
申
立
て
 、
 古
 金
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業
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に
由
来
す
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燵
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さ
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 Ⅰ
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日
 ㍉
二
 
%
 の
 p
o
 

口
ロ
 

0
 Ⅰ
の
。
 

ゴ
の
 
「
 
@
0
 

キ
 
5
 
 
の
 円
 ら
 0
 つ
 屈
す
由
 
0
 か
ま
 
0
 目
 

色
品
Ⅰ
 0
 宕
 日
当
 汀
 「
 
臼
ゅ
 （
（
Ⅰ
の
ゆ
田
 

づ
 ～
の
 
鮫
 0
 口
 0
2
%
 

毎
年
の
団
 

刃
 か
 つ
 0
-
 
け
曲
 0
 口
 

（
㌍
）
 ク
り
ッ
 
シ
ー
に
置
か
れ
た
の
は
一
八
三
八
年
か
ら
の
よ
 う
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ル
 ノ
 ，
パ
リ
風
俗
史
（
後
 
掲
 ）
。
 

（
 
目
 ）
民
事
で
は
、
身
体
強
制
が
民
法
典
に
よ
っ
て
復
活
せ
ら
 
ね
 、
そ
の
原
因
を
詐
欺
的
転
売
（
の
 鯨
ヨ
 0
 コ
の
 
（
）
（
民
法
典
 菱
 一
 
0
 五
九
条
）
、
必
要
的
 

寄
託
・
占
有
回
収
・
供
託
金
取
戻
 等
 
（
第
二
 0
 六
 0
 条
 ）
 、
判
 決
 債
務
不
履
行
（
第
二
 0
 六
一
条
）
に
限
定
し
、
小
作
料
債
務
 
（
 
め
里
一
 
0
 上
 
八
一
一
条
）
 

、
 

三
 0
0
 
フ
ラ
ン
に
満
た
な
い
少
額
債
務
（
第
二
 0
 六
五
条
）
を
 客
観
的
適
用
除
外
と
し
、
未
成
年
者
（
第
二
 0
 六
四
条
）
 、
詐
 欺
 約
転
売
の
場
合
 

を
 除
く
 セ
 0
 歳
 以
上
の
高
齢
者
な
ら
び
に
婦
女
子
（
第
二
 0
 六
 六
条
）
を
主
観
的
適
用
除
外
と
し
た
上
、
法
定
の
場
ム
コ
以
外
の
 

身
体
強
制
お
よ
び
 

そ
の
ム
ロ
意
の
禁
止
と
無
効
と
を
定
め
（
第
二
 

0
 六
三
条
）
、
身
体
 強
制
は
必
要
的
に
判
決
に
よ
る
べ
し
と
の
原
則
を
定
め
（
 夢
 一
 
0
 Ⅰ
八
七
条
）
 
、
担
 

保
 提
供
の
上
仮
執
行
を
命
じ
る
身
体
強
制
判
決
の
場
ム
ロ
に
は
 

控
 訴
 に
よ
っ
て
も
執
行
は
停
止
し
な
い
こ
と
（
第
二
 0
 六
八
条
）
 、
身
体
強
制
は
 、
 

同
時
の
対
物
執
行
を
妨
げ
な
い
こ
と
（
第
二
 0
 六
九
条
）
 、
特
 別
法
に
よ
る
身
体
強
制
を
妨
げ
な
い
こ
と
（
第
二
 0
 セ
 0
 条
 ）
 を
 定
め
て
い
る
。
 

な
お
民
事
身
体
強
制
の
略
 丈
に
 
つ
い
て
は
、
森
田
修
・
強
制
 履
 行
の
法
学
的
構
造
（
東
大
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
一
二
二
頁
 以
下
参
照
。
 

 
 

-
0
 
印
の
が
 
0
 ひ
 Ⅰ
 ヱ
 0
 目
の
 0
 Ⅰ
 -
 
の
の
 
ヨ
 0
 年
ヂ
曲
 
0
 が
 由
 0
 コ
 の
 の
 甲
の
Ⅰ
㍉
 

レ
の
 
・
 い
 0
 コ
 （
～
 
0
 圧
 
0
 仁
円
 
0
 づ
 0
 Ⅱ
の
 
0
 コ
コ
 
の
 0
0
 
コ
 ・
 

Ⅰ
 曲
ヨ
由
 
ひ
の
 七
 0
 岸
 Ⅱ
年
立
 帯
 0
0
 
ヨ
ヨ
 の
お
 宙
汀
い
 け
Ⅰ
 

P
6
 

ヨ
の
 

コ
仔
隼
 
・
 
仁
コ
 
0
 の
 0
 ヨ
 2
0
 つ
 コ
コ
ぃ
 
口
ロ
 
ゆ
汀
宙
 の
ら
 e
 億
パ
 。
の
 
コ
荻
守
 ・
 o
 円
 P
 仁
 ・
Ⅰ
の
の
の
億
の
 

 
 

 
 

Ⅰ
Ⅰ
の
 
0
 コ
日
の
 東
レ
Ⅱ
の
由
の
 

C
O
 

ヨ
ヨ
 0
 Ⅱ
 0
 の
・
・
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
の
の
 

片
 
0
 ヨ
 （
Ⅱ
）
の
の
の
 

円
 -
 
0
 ㏄
 由
 け
の
の
 
臣
 0
 コ
 -
 
か
 幅
の
仔
・
 

ヨ
の
コ
 
円
本
ロ
白
沫
の
の
 
ヨ
 a
q
n
 
ゴ
 リ
コ
年
の
の
 

で
ヒ
ヴ
 
コ
口
 

u
e
 

只
 ・
 ド
 。
Ⅰ
ま
ヨ
 -
 
コ
 0
 年
Ⅱ
㏄
 
目
 0
 コ
 0
0
 

ヨ
日
 

の
 Ⅰ
 
う
 p
 コ
 （
の
・
 

0
 月
白
白
 -
 コ
 0
 ㏄
 0
 引
田
Ⅰ
 
0
-
 
二
円
Ⅱ
 
か
 づ
仁
 
Ⅰ
 
か
 ㏄
ヨ
と
 0
 仁
 Ⅱ
 の
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身体強制 と フランス手形法 

㌧
 0
 仁
 Ⅰ
 ヰ
 
㏄
井
ロ
の
 汗
億
 Ⅱ
 0
0
 

ヒ
臣
 

ヨ
 0
 Ⅱ
 0
 の
 一
 ・
㏄
 
0
 Ⅰ
の
㏄
く
の
 
目
づ
 
0
 の
 0
 Ⅰ
 ゴ
 小
目
 
田
捧
 
Ⅱ
の
 由
 0
 の
）
 偉
 ㏄
 ヰ
さ
 
-
 
曲
ヴ
こ
 
㏄
宙
の
㏄
 田
 
（
 
ノ
 
ヴ
白
戸
 
曲
仁
 
Ⅹ
由
の
 

0
0
 

ヨ
 口
コ
 
0
 円
 0
 の
 い
 の
の
 
ド
的
目
ひ
 

㏄
 

年
の
ヰ
 
の
目
ヰ
 

0
0
 

㏄
 円
 
「
（
 
す
 目
コ
の
 
し
 Ⅹ
 0
 コ
Ⅰ
 0
 つ
ニ
の
の
ロ
 
バ
コ
 
の
叶
い
 

目
 0
 の
・
 
0
 億
で
の
Ⅱ
 
0
0
 

（
）
 

0
 さ
目
 0
 目
づ
 
o
 目
 P
 の
 コ
 Ⅱ
㏄
 
榛
 0
 年
年
 の
 -
 
の
臣
Ⅱ
 
由
ヒ
い
 
～
 
ざ
ひ
 

 
 

目
笘
仁
 
Ⅹ
年
の
 

0
0
 

ヨ
ヨ
の
Ⅱ
 

0
 の
 0
0
 
コ
こ
 
Ⅱ
の
ら
の
の
 

@
 
下
コ
 
ド
づ
 
-
 
Ⅰ
由
の
の
 
臣
 0
 コ
 コ
ひ
 
Ⅰ
 0
 臼
 P
 目
汁
 

9
%
0
 

申
 Ⅱ
 臼
 Ⅰ
再
が
・
 

田
仁
 
Ⅰ
の
㏄
 
い
つ
 
で
 0
 の
 ひ
 の
の
，
㏄
 

0
-
 
ヰ
ゆ
印
 0
 の
～
の
（
（
Ⅰ
の
の
年
の
り
 

ゴ
ひ
コ
め
 

の
Ⅱ
 0
 つ
 し
仔
 
ひ
 0
 ㏄
の
 -
 
ヨ
づ
 ～
の
㏄
㌧
Ⅱ
 

0
 ヨ
の
 ㏄
㏄
の
の
，
曲
 

C
 Ⅹ
片
の
㍉
日
の
㏄
巨
の
 

P
.
p
 

Ⅱ
 圧
 
・
 ト
ト
 
N
.
 
の
 
0
0
 

ヨ
ヨ
 

，
の
 
0
 目
円
ゆ
 

年
窃
圧
 二
の
あ
ゆ
 0
 （
色
品
・
 
コ
げ
ヨ
七
 
0
 ユ
 0
 コ
（
 り
 0
 中
コ
 
（
 -
p
n
O
 

コ
 （
 
q
p
 
～
 
口
 日
 
の
 で
宙
ぺ
 
0
0
 
Ⅱ
 づ
 9
%
 コ
 
Ⅰ
 0
 ）
 
さ
 の
の
仁
の
 
0
 の
の
臼
の
 
コ
 の
 ヰ
仁
 
Ⅰ
 
0
 の
 0
 円
の
 
コ
拍
笘
碕
 
0
 ヨ
 0
 局
 田
 
㏄
 コ
 -
 
坤
ノ
の
コ
ド
 

の
口
 づ
 0
 偉
 Ⅰ
 C
 の
仁
の
の
 
年
 0
 ㏄
 0
 で
 か
Ⅱ
 
曲
曲
 
0
 コ
 ㏄
年
の
 

C
O
 

ピ
 
年
ヒ
 
年
 0
 Ⅱ
 
C
 の
・
 
円
 
Ⅱ
 P
 由
 n
.
 
0
 す
曲
目
的
 

p
 す
い
コ
 
Q
 口
 0
0
 

仁
ぃ
 

0
 屈
 Ⅱ
 ヰ
曲
的
 
0
 

 
 

コ
ロ
の
Ⅰ
 

0
 の
・
 
コ
 の
 で
 0
 臣
 Ⅱ
Ⅰ
 
舶
 ゆ
田
Ⅱ
の
Ⅰ
Ⅱ
 

0
 臣
 0
 二
の
ひ
の
 

0
0
 

コ
円
 
Ⅰ
 
0
-
 
の
の
ら
 
ひ
す
 
ぎ
 0
 目
 Ⅰ
㏄
面
目
 
@
 ゆ
岸
Ⅱ
 
0
 コ
侍
 0
0
 
Ⅱ
 牛
 

ヨ
 の
目
 
O
 ひ
 -
O
 
臣
 Ⅰ
㏄
 
0
-
 
Ⅹ
 舶
 二
 %
 
の
の
丹
色
 
-
 
パ
 -
 
レ
ヨ
 0
 ゅ
 臣
下
ひ
。
 

（
 穏
 ）
 
ゲ
げ
ヨ
づ
 
～
）
の
 

0
0
 

コ
の
日
の
 

コ
ド
づ
 
0
%
 
～
 請
持
の
 n
o
 
ヨ
ヨ
 印
色
 占
 0
 。
 の
 ㏄
の
の
Ⅰ
 

p
 ら
の
Ⅰ
 
-
 
の
 ～
 
コ
年
 Ⅱ
 0
 ざ
 い
で
Ⅰ
 
レ
 の
年
下
 P
 コ
 ・
）
 
0
 Ⅱ
㏄
 
由
し
 
の
）
の
 
ヨ
 0
 コ
ヰ
曲
 
二
片
山
 
0
 ト
 
曲
 り
 0
 ロ
ロ
 
曲
ヨ
 二
十
 

曲
 0
 目
 ロ
コ
コ
 
0
-
 
づ
 ㏄
）
 
0
 コ
 0
 の
 ，
か
 
-
 
ゆ
 Ⅱ
の
Ⅱ
い
で
の
の
 

ゆ
 0
-
 
ロ
ロ
 0
 の
 コ
ト
 
の
 ヰ
 
Ⅰ
 ゅ
コ
 
0
 托
 ・
 
ナ
 Ⅰ
Ⅰ
 
ゆ
り
 Ⅰ
の
 
仁
 Ⅹ
 曲
コ
の
 
・
 -
0
 
Ⅰ
㏄
ロ
ロ
・
）
 

-
 コ
 の
の
，
か
し
 

ヰ
 の
 弓
 
か
せ
か
㏄
 
ゆ
ヨ
 -
@
 
0
 ヰ
曲
目
。
 
托
 ・
や
Ⅰ
志
の
 

ヰ
 
Ⅰ
 0
 あ
の
 コ
 s
.
-
0
 

Ⅱ
の
 
由
仁
ビ
局
 e
 の
・
 
ゆ
ぼ
づ
 
0
 Ⅱ
い
で
宙
の
ゆ
 
ド
 
Ⅰ
 0
 吊
目
 -
 
二
の
 申
 ㏄
 コ
 。
 托
 ・
 
レ
 Ⅰ
し
の
 由
 目
口
（
Ⅱ
の
 

P
 目
雙
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0
 
「
の
 
白
 u
.
 
目
コ
 e
 の
 ，
か
庁
づ
の
 

Ⅰ
 曲
 ㌧
 か
 ㏄
 ウ
 0
 ）
二
ロ
 
ヨ
目
 -
 
の
 

胡
 
Ⅱ
 P
 コ
 0
%
.
 
中
ロ
Ⅰ
 
ゆ
 ㏄
 0
 ～
下
戸
㏄
 
コ
の
 
・
 -
0
 
Ⅱ
の
口
目
，
 

ぎ
の
 0
 Ⅱ
 P
 年
の
 0
 ）
 
コ
の
日
目
 -
 
の
 叶
目
か
コ
 

の
巾
の
 
ヰ
曲
屈
 
・
 
ロ
 の
の
の
目
の
 

 
 

0
 仁
 ～
の
Ⅰ
 
か
サ
 
ざ
の
 
仁
 Ⅱ
の
 仁
 Ⅰ
 ゅ
 0
0
 

ヨ
ヨ
の
 

コ
 0
 ひ
の
㏄
の
 
0
-
 
が
ひ
二
 
%
 
の
の
片
口
 
-
 
Ⅹ
 -
 
レ
ヨ
 の
ひ
二
ロ
 
ひ
 の
 

（
Ⅱ
）
 巾
 0
 円
 二
）
し
オ
（
 
オ
 0
 ヴ
の
 
「
（
）
・
 

づ
 Ⅰ
 旺
括
 
Ⅰ
 屈
 n
o
 

再
再
圧
（
Ⅰ
の
 

0
 ヰ
 
@
@
@
 

（
 
@
@
 

的
の
・
㊤
 
べ
 
c
 
セ
 ・
（
の
の
 

レ
 
@
 0
 勺
 0
 （
 
ゴ
 @
o
 
「
 @
@
 

口
～
）
 

0
 （
 
か
 の
の
 0
 叶
ヨ
げ
 n
@
@
 

の
Ⅱ
 
@
 い
 0
 ～
Ⅰ
船
ひ
 

由
 0
 目
の
く
の
 
0
 ト
の
 

0
0
 
年
 0
 曲
 く
目
 0
 ～
）
曲
尽
 
幅
ぃ
ム
 
の
ま
 
0
 コ
ゆ
 0
 ト
岸
 
笘
 テ
 ロ
 ㏄
Ⅱ
 い
屈
幅
コ
の
ダ
田
 

0
 ヨ
 0
%
 ゆ
ヨ
 の
・
 
巾
曲
 
「
～
の
 

，
お
ミ
 ・
 コ
 0
 馬
づ
 ・
回
書
の
初
版
は
一
七
六
三
 

年
 で
あ
る
。
 

（
 
乾
 ）
㌧
 0
 つ
 ま
～
し
力
・
 

0
 ワ
 ニ
且
 -
0
g
%
 
（
 

（
㎎
）
㌧
 0
 円
目
Ⅰ
め
お
・
 

0
 つ
 ・
 ユ
 （
：
 
-
o
n
.
 

ゑ
ダ
 b
.
 

の
㏄
の
・
 

コ
 0
 （
の
（
Ⅱ
）
で
 
曲
 「
口
口
の
之
し
づ
 

（
 
佃
 ）
こ
の
改
革
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
、
法
文
の
上
で
は
 
非
商
 人
の
婦
女
子
が
身
体
強
制
に
か
け
ら
れ
て
収
監
さ
れ
る
こ
と
に
 な
る
。
そ
の
時
期
に
お
 

け
る
手
形
に
拠
る
身
体
強
制
が
扱
わ
れ
た
文
学
作
品
に
つ
い
て
 少
し
寄
り
道
し
て
み
た
い
。
 

バ
ル
ザ
ッ
ク
（
 笛
 0
 口
 0
 ゐ
 
牙
し
 日
檸
 P
 目
き
 ・
）
 
鰍
つ
 ）
「
人
間
 喜
 劇
 Ⅰ
由
の
 0
 ヨ
ひ
 Ⅰ
 い
 
の
ぎ
 呂
 か
ぎ
と
は
、
一
八
三
四
年
か
ら
一
八
 四
 0
 年
 ま
で
に
 

公
表
さ
れ
た
 一
 00
 
編
 近
い
小
説
群
か
ら
な
る
大
河
小
説
で
あ
 り
 、
当
時
の
社
会
・
風
俗
・
流
行
・
犯
罪
等
に
取
材
し
、
就
中
 、
作
家
自
身
が
法
 

律
 事
務
所
で
弁
護
士
見
習
そ
し
て
い
た
経
験
が
あ
る
と
こ
ろ
か
 ら
 、
法
律
問
題
を
格
好
の
素
材
と
す
る
。
作
品
中
の
三
の
 コ
 d
 の
 屈
 Ⅱ
の
の
 
ヰ
ソ
ミ
ト
 

の
 ゆ
 Ⅱ
 0
 の
 

年
 の
の
 

c
o
 

口
 r
t
 

～
の
 

ド
コ
ま
 （
古
い
訳
と
し
て
は
、
寺
田
透
 

訳
 ，
 浮
れ
女
 盛
衰
記
（
バ
ル
ザ
ッ
ク
人
間
叢
書
 9
 苗
里
 閣
 、
一
九
四
八
年
）
 
、
最
近
の
日
本
語
 

訳
 と
し
て
は
、
前
掲
飯
島
耕
一
調
・
娼
婦
の
栄
光
と
悲
惨
）
の
 部
分
で
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
手
形
に
よ
る
 身
 体
 拘
束
が
重
要
な
役
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割
を
演
じ
る
。
 

説
 

小
説
の
舞
台
は
、
一
八
二
四
年
か
ら
一
八
二
一
 
0
 年
 ま
で
（
王
制
 復
古
 期
 ）
の
パ
リ
 0
 力
 ル
ロ
ス
，
 ェ
レ
ラ
 と
い
う
 二
セ
 司
祭
（
 本
当
は
元
囚
人
 

ヴ
ォ
ー
ト
ラ
ン
。
人
間
喜
劇
中
「
 ゴ
 リ
オ
爺
さ
ん
」
に
も
登
場
 、
本
物
の
 力
 ル
ロ
ス
を
殺
害
し
 ｜
 同じ
く
人
間
喜
劇
「
赤
い
 宿
屋
」
 

て
教
 

論
 

会
の
発
行
し
た
身
分
証
明
書
を
盗
み
取
り
、
 
力
 ル
ロ
ス
に
な
り
 き
る
）
は
、
自
殺
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
た
美
貌
の
青
年
 
詩
 入
り
ユ
 シ
ア
ン
 

ド
 ・
デ
ュ
バ
ン
プ
レ
の
命
を
救
い
、
金
を
与
え
る
代
わ
り
に
 自
 分
の
支
配
下
に
お
き
、
社
交
界
に
復
帰
さ
せ
、
貴
族
・
プ
ル
 ジ
 ，
ア
の
 婦
人
を
誘
 

惑
 さ
せ
て
は
上
前
を
は
ね
て
い
た
。
他
方
、
ヒ
ロ
イ
ン
・
 
娼
 婦
 エ
ス
テ
ル
は
、
社
交
界
で
も
噂
の
美
女
で
あ
り
、
 
り
ュ
シ
ア
 ン
と
 相
思
相
愛
に
 

な
っ
て
い
た
も
の
の
、
自
ら
の
卑
し
い
出
自
が
露
見
す
る
こ
と
 を
 恐
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
目
を
つ
け
た
 力
 ル
ロ
ス
は
 、
 「
リ
ュ
 シ
ア
ン
に
ふ
さ
わ
 

し
い
女
に
し
て
や
る
」
と
い
っ
て
エ
ス
テ
ル
を
修
道
院
で
引
取
 り
、
 神
の
祝
福
を
受
け
さ
せ
る
べ
く
教
化
し
、
ヴ
ァ
ン
セ
ン
ス
 の
森
の
番
人
小
屋
 

に
 隠
し
て
い
た
。
他
方
ユ
ダ
ヤ
人
名
銀
行
家
ニ
ュ
サ
ン
ジ
ャ
ン
 
（
ド
イ
ツ
風
に
発
音
す
る
と
 ニ
ュ
 シ
ン
ゲ
ン
）
男
爵
は
、
こ
の
 歳
 ま
で
遊
び
と
い
 

う
も
の
を
知
ら
な
い
で
巨
万
の
富
を
築
い
た
が
、
こ
と
も
あ
ろ
 う
に
こ
の
エ
ス
テ
ル
に
一
目
惚
れ
し
、
密
偵
を
放
っ
て
そ
の
 所
 在
を
探
し
回
っ
て
 

い
た
。
 力
 ル
ロ
ス
は
、
ニ
ュ
サ
ン
ジ
ャ
ン
男
爵
が
「
頭
が
お
か
 し
く
な
る
ほ
ど
」
彼
女
に
い
れ
あ
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
 知
 る
や
、
こ
の
状
況
 

を
 利
用
し
た
手
形
詐
欺
を
思
い
っ
く
（
「
す
べ
て
が
偽
物
」
 飯
 島
訳
 第
八
巻
三
一
九
頁
以
下
）
。
 

デ
 ト
ウ
ル
ニ
エ
と
い
う
人
物
は
、
一
種
の
詐
欺
師
で
、
取
引
所
 で
の
派
手
な
投
資
で
世
間
の
注
目
を
集
め
た
が
、
賭
博
詐
欺
で
 有
罪
判
決
を
う
 

け
 今
は
破
産
寸
前
で
逃
亡
中
の
身
で
あ
っ
た
。
 力
 ル
ロ
ス
は
 、
 鼻
眼
鏡
の
変
装
で
 デ
 ト
ウ
ル
ニ
エ
の
大
口
債
権
者
ウ
イ
 り
 7
 ム
 
バ
ー
カ
ー
氏
に
 

な
り
す
ま
し
、
デ
ト
ウ
ル
ニ
エ
の
財
産
を
管
理
し
て
い
る
 セ
リ
 ゼ
 方
を
訪
れ
、
「
今
や
行
方
不
明
の
 デ
 ト
ゥ
ル
ニ
ェ
か
ら
、
㍉
 こ
 れ
を
取
立
換
金
し
 

て
 弁
済
に
あ
て
て
く
れ
Ⅰ
と
い
っ
て
貰
っ
た
」
と
い
い
、
デ
ト
 ウ
ル
ニ
エ
が
振
出
し
た
（
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
 、
六
ケ
 月
前
 の
 振
出
日
付
、
金
 

額
三
 0
 万
 フ
ラ
ン
（
当
時
の
 一
 フ
ラ
ン
Ⅱ
現
在
の
日
本
円
で
約
 一
 00
0
 
円
 、
し
た
が
っ
て
 三
 0
 万
 フ
ラ
ン
は
三
億
円
）
の
 為
 替
手
形
を
示
す
。
 

そ
こ
に
は
 力
 ル
ロ
ス
か
ら
指
示
さ
れ
て
エ
ス
テ
ル
が
「
わ
け
も
 わ
か
ら
ず
」
署
名
さ
せ
ら
れ
た
引
受
が
な
さ
れ
て
い
る
（
飯
島
 訳
 第
八
巻
三
三
 0
 

頁
 ）
 
0
 デ
 ト
ウ
ル
ニ
エ
は
か
つ
て
エ
ス
テ
ル
の
「
世
話
」
を
し
 て
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
旧
知
の
 セ
リ
セ
 も
知
っ
て
 い
 た
か
ら
、
「
デ
ト
 ウ
 

ル
ニ
ェ
か
ら
貰
っ
た
」
と
い
う
バ
ー
カ
 一
 
（
実
は
 
力
 ル
ロ
ス
）
 の
 言
を
容
易
に
信
用
し
、
こ
の
手
形
の
取
立
に
協
力
、
強
制
執
 行
の
中
立
人
と
し
 

て
 名
義
を
貸
す
こ
と
に
も
同
意
。
手
形
に
は
 セ
リ
セ
 が
木
枕
 持
 歩
人
に
取
立
を
委
任
す
る
と
の
裏
書
を
つ
け
て
、
 力
 ル
ロ
ス
に
 祐
此
 

此
 
す
 0
 
 
カ
山
 
ル
ロ
叶
人
 

は
 、
セ
リ
 ゼ
 の
名
で
支
払
呈
示
を
し
、
次
い
で
執
達
吏
に
 、
手
 形
 上
の
主
た
る
債
務
者
エ
ス
テ
ル
の
財
産
（
と
い
っ
て
も
 力
ル
 ロ
 ス
自
身
が
買
い
 

与
え
た
も
の
）
に
対
す
る
差
押
を
さ
せ
、
次
い
で
エ
ス
テ
ル
の
 身
体
強
制
を
申
立
て
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
を
知
っ
た
 
ニ
ュ
 サ
ン
 ジ
 ヤ
ン
男
爵
は
 、
 

逆
上
し
て
参
加
支
払
（
不
渡
り
に
な
っ
た
手
形
に
つ
い
て
、
 証
 奏
上
の
義
務
者
で
な
い
者
が
な
す
手
形
の
支
払
）
を
 し
 
（
飯
島
 
訳
 第
八
巻
二
五
 0
 

37 巻 2 号 (2003.   1)  (138) 



頁
 ）
、
エ
ス
テ
ル
を
身
体
強
制
か
ら
解
放
す
る
。
見
事
 三
 0
 万
 フ
ラ
ン
は
 、
力
 ル
ロ
ス
の
名
が
唯
の
一
度
も
表
に
出
な
い
ま
ま
 、
セ
リ
 セ
 の
代
理
 

人
 と
し
て
ふ
る
ま
っ
た
 力
 ル
ロ
ス
の
手
に
落
ち
た
。
エ
ス
テ
ル
 は
 商
人
資
格
の
な
い
婦
女
子
で
あ
り
、
一
八
三
二
年
法
に
よ
る
 改
革
が
ほ
ど
こ
さ
 

れ
る
恩
恵
を
受
け
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
こ
の
事
件
は
一
八
三
 0
 年
 よ
り
少
し
だ
け
前
に
起
き
て
い
て
、
こ
の
点
が
作
品
を
 ド
ラ
 マ
チ
ッ
ク
に
す
る
 

腱
 に
な
っ
て
い
る
。
 

大
野
教
授
に
拠
れ
ば
、
ニ
ュ
サ
ン
ジ
ャ
ン
男
爵
は
、
そ
の
あ
と
 救
っ
た
女
に
何
も
求
め
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
 0
 「
ま
こ
と
に
 清
ら
か
な
、
 そ
 

し
て
ま
た
優
雅
な
参
加
支
払
」
（
大
野
 實
雄
 
「
あ
る
優
雅
な
 参
 加
 支
払
に
つ
い
て
」
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座
第
 3
 巻
付
録
 
講
座
の
周
辺
（
 有
 

斐
 閣
、
一
九
六
五
年
）
二
頁
）
で
あ
る
と
 0
 そ
し
て
こ
の
銀
行
 家
が
、
手
形
金
を
取
り
戻
そ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
「
こ
と
 0
 次
第
が
奥
さ
ん
 

に
 知
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
か
ら
で
」
（
大
野
・
前
掲
同
所
）
 あ
 る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
が
 、
 実
は
こ
の
あ
と
の
部
分
で
、
 男
爵
と
娼
婦
と
の
 

間
 に
は
、
手
紙
の
や
り
と
り
が
あ
る
。
男
爵
は
「
い
つ
ま
で
も
 い
 い
お
父
さ
ん
で
は
い
ら
れ
な
い
よ
」
と
し
て
愛
人
に
な
る
よ
 ぅ
 要
求
す
る
。
 ェ
 

ス
テ
ル
は
値
段
を
つ
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
か
「
い
つ
ま
で
も
い
 い
 パ
パ
で
い
て
、
そ
う
で
な
い
と
セ
 @
 ヌ
川
に
身
を
投
げ
て
 死
 に
ま
す
」
と
い
う
 

返
事
を
書
い
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
読
ん
で
 蒼
 ざ
め
る
 男
 爵
を
見
た
男
爵
夫
人
は
 、
 彼
が
手
に
し
て
い
た
手
紙
を
読
み
、
 若
い
娼
婦
を
手
に
 

入
れ
る
に
は
か
け
ひ
き
が
必
要
 よ
と
 ア
ド
ヴ
ァ
イ
 ス
 ま
で
し
て
 い
る
。
大
野
教
授
が
推
測
す
る
ほ
ど
、
事
態
は
あ
ま
り
「
清
ら
 か
な
参
加
支
払
」
 

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 

（
 
@
 ）
 
ま
 Ⅱ
「
）
 

之
ロ
 ・
 0
 口
 ・
 臼
 （
 ，
 Ⅰ
 っ
 ・
の
の
・
 

A
Q
 

（
 
邸
 ）
こ
の
正
当
防
衛
権
を
国
家
が
受
任
者
と
し
て
行
使
す
る
 
0
 ヨ
め
 Ⅰ
～
 
之
 Ⅱ
・
 
0
 ワ
住
ご
 つ
・
 
ト
つ
 

（
Ⅱ
）
 目
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「
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之
め
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ト
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ミ
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し
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ピ
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0
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日
 の
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0
 目
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0
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0
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コ
の
 
ロ
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Ⅰ
申
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0
 目
 ㏄
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臣
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0
 コ
 0
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ロ
内
（
 

臣
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㏄
 
0
 
の
Ⅱ
ロ
ロ
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0
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ヰ
坤
 

 
 

如
く
の
。
 

寸
ヨ
 0
 ㍉
の
下
口
 

仁
サ
 
目
口
 
臣
 の
 痒
汀
の
 ヨ
額
 宙
打
 口
目
 

0
0
 

日
ヨ
 

の
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0
 
の
・
 
年
 0
 
の
 片
曲
ヨ
目
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0
 
の
 ，
 
年
の
 
-
P
 
㏄
 
0
 の
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血
圧
 
ゆ
 ・
㏄
年
ロ
 

づ
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の
 
由
 0
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笘
の
Ⅰ
 

由
 ま
の
ま
の
 

由
 0
 口
の
 
-
 
曲
 0
0
 

目
ヰ
Ⅱ
 

曲
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@
 
目
円
 
0
 つ
の
Ⅰ
 

c
o
 

「
 
づ
 9
 ㌧
 ゆ
 ～
 
い
 
の
 
，
 Ⅰ
㏄
の
の
・
 

ま
仔
 
か
づ
の
Ⅰ
目
し
Ⅰ
Ⅰ
 

之
 Ⅱ
・
 
0
 七
 0
%
 
 
 

と
 

劃
 

（
 
駐
 ）
 
ま
申
 「
）
 
之
め
 
・
 0
 づ
 ・
 n
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二
ロ
・
 

邑
 

 
 

商
法
典
の
破
産
規
定
は
商
人
破
産
主
義
で
あ
る
。
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身体強制とフランス 手形法 

円 Ⅱ 
  の

よ
う
に
元
本
そ
の
も
の
を
棒
引
き
に
す
る
と
い
う
主
義
は
採
 ら

れ
て
い
な
か
っ
た
。
過
剰
債
務
処
理
手
続
は
、
民
事
破
産
（
 Ⅱ
 
旺
 -
 
奏
 0
 住
 ユ
 %
 ）
 

で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
九
 0
 年
代
、
新
 し

い
タ
イ
プ
の
貧
困
層
が
登
場
、
政
府
は
総
合
的
社
会
連
帯
 立
 法
 で
あ
る
「
 反
追
 

放
 」
法
に
よ
っ
て
そ
の
解
決
を
図
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
  
 

（
㏄
）
 
二
 0
0
0
 年
 新
商
法
典
 >
[
1
 

五
一
一
・
五
条
「
未
成
年
者
 に

よ
り
署
名
さ
れ
た
為
替
手
形
は
、
民
法
典
 一
 三
一
二
条
に
従
 っ
て
生
じ
る
各
当
事
者
 

の
 権
利
を
除
き
、
当
該
未
成
年
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
無
効
 で
あ
る
」
を
さ
す
。
 

（
㏄
）
消
費
法
典
第
三
巻
「
負
債
」
第
一
編
「
 与
信
 取
引
」
 

（
㏄
）
「
消
費
信
用
（
 
り
み
 三
日
ゆ
村
 

n
o
 

コ
の
 
0
 ヨ
ヨ
の
曲
 0
 コ
 ）」
と
「
 不

動
産
信
用
（
の
ゐ
日
ニ
ヨ
 
ヨ
 0
 ヴ
 
ま
の
「
）
」
に
お
け
る
返
済
義
務
（
 0
 ヴ
 
二
幅
 
い
由
 
0
 コ
巨
 0
 Ⅱ
 
0
 （
～
）
・
 

ヴ
 。
 目
お
 目
の
三
）
の
負
担
を
意
味
す
る
。
 

（
 
研
 ）
卜
さ
 ぎ
 む
い
，
ま
め
 

@
 Ⅰ
 
簿
 Ⅰ
 0
 の
年
げ
Ⅰ
 
0
 の
 
窩
 @
0
 
コ
 の
卸
の
 -
 
げ
ユ
ざ
 -
 
の
ト
 ト
 
ト
年
 屈
ぃ
 0
 年
の
年
 

0
0
0
 

ヨ
ヨ
 の
Ⅰ
 
0
 の
㏄
 
0
 局
 円
か
で
Ⅰ
 

@
0
 
の
 
す
こ
翰
ゆ
佳
 
Ⅹ
 申
 （
 
甫
 の
 
㏄
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の
 
0
 ゴ
の
 
目
的
の
の
 
ト
サ
ぢ
 
・
 

-
 
の
日
の
ゆ
 

0
 Ⅱ
 
宙
 
Ⅱ
の
の
 

O
C
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り
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）
（
の
 

O
 仁
 P
 く
 曲
目
㏄
 

ひ
 
㏄
 づ
曲
 
Ⅱ
 -
 
の
の
の
 
ヨ
 Ⅰ
Ⅱ
亡
臣
 

ド
 
0
%
 
Ⅱ
の
 
日
ゆ
ロ
ヲ
 

の
コ
コ
と
の
 
仁
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㏄
 
ゆ
 @
0
 
の
り
 
曲
臼
 
0
 臣
隼
 。
㏄
 
0
 づ
ひ
 
Ⅱ
の
 
ヱ
 0
 目
の
年
 
n
n
 「
ひ
口
 

@
 
目
 Ⅰ
 
幡
 
Ⅰ
 @
 
の
の
 

Ⅰ
 か
 Ⅰ
 巨
 Ⅰ
Ⅰ
か
の
 

0
 コ
 ヰ
 （
 
ざ
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の
 
ゆ
 -
.
 

の
Ⅹ
 
0
 の
で
ま
 

0
 コ
年
 0
 の
の
の
 

c
 ま
 O
 二
の
が
 

A
.
 

む
の
 田
 Ⅱ
年
月
。
 ゴ
が
 
Ⅰ
 ざ
ぺ
 
の
 コ
 の
神
色
 
0
 の
の
の
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由
 。
 コ
の
 
P
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㏄
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ト
ひ
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口
目
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0
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0
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